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平成２１年度第７回 役員会議事要録

日 時 平成２１年６月２４日（水）１５：００～１５：５５

場 所 事務局第１会議室

欠席者 なし

配付資料 １．国立大学法人茨城大学役員給与規程の改正理由及び改正規程対照表

２．国立大学法人茨城大学組織規則の改正理由及び改正規則対照表

２－１．茨城大学大学院教育高度化推進特別プロジェクトに関する規程

の制定理由及び制定規程案

２－２．国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の改正理由及び

改正規程対照表

３．平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告書

・ 平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告書（資料編）

４．平成２０事業年度財務諸表

・ 平成２０事業年度財務諸表等説明資料

・ 監査結果説明書

５．国立大学法人茨城大学事業報告書（平成２０年度）及び決算報告書

６．平成２２年度特別経費（プロジェクト分）重点要求事項（案）

７．第２期中期目標・中期計画・計画

・ 第２期中期計画における「取組」の意義と内容

８．大学機関別認証評価自己評価書

・ 大学現況表（平成２１年５月１日現在）

９．平成２１年度受託研究費等立替金額総表

１０．国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の改正理由及び改正規程対照表

議 事 概 要

Ⅰ 審議事項

１ 国立大学法人茨城大学役員給与規程の一部改正について

学長から、役員給与規程を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さら

に、人事課長から、配付資料１に基づき改正内容について補足説明があり、審

議の結果、提案のとおり改正することが承認された。

２ 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について

学長から、組織規則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、

白石理事及び総務部長から、配付資料２に基づき改正の経過及び改正内容につ

いて補足説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。

３ 茨城大学大学院教育高度化推進特別プロジェクトに関する規程の制定について

学長から、大学院教育高度化推進特別プロジェクトに関する規程を制定した
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いので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務部長から、配付資料２－１に

基づき制定内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり制定する

ことが承認された。

４ 国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程の一部改正について

学長から、教員の任期に関する規程を改正したいので審議願いたい旨提案が

あり、さらに、総務部長から、配付資料２－２に基づき改正内容について補足

説明があり、審議の結果、提案の内容で教職員組合等との対応を行うことが了

承された。

５ 平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

学長から、平成２１年６月３０日までに国立大学法人評価委員会に提出する

平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、役員会として最

終的に決定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、松田理事及び田切

学長特別補佐（評価室長）から、内容について配付資料３に基づき補足説明が

あり、審議の結果、提案のとおり承認された。

なお、国立大学法人評価委員会に提出するまでに文言等の修正が生じた場合

は、学長に一任することが併せて了承された。

６ 平成２０事業年度財務諸表について

学長から、平成２１年６月３０日までに文部科学大臣に提出する平成２０事

業年度財務諸表について、役員会として最終的に決定したいので審議願いたい

旨提案があり、さらに、山本理事から、配付資料４に基づき内容について補足

説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

なお、文部科学大臣に提出するまでに文言等の修正が生じた場合は、学長に

一任することが併せて了承された。

（本財務諸表は、文部科学大臣の承認後に官報に掲載されるまで非公開）

７ 平成２０年度国立大学法人茨城大学事業報告書及び決算報告書について

学長から、平成２１年６月３０日までに文部科学大臣に提出する平成２０年

度茨城大学事業報告書及び決算報告書について、役員会として最終的に決定し

たいので審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から、配付資料５に基

づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。

なお、文部科学大臣に提出するまでに文言等の修正が生じた場合は、学長に

一任することが併せて了承された。

８ 平成２２年度概算要求について

学長から、平成２２年度概算要求について役員会として最終的に決定したい

ので審議願いたい旨提案があり、さらに、山本理事から、配付資料６に基づき

内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
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９ 第２期中期目標・中期計画について

学長から、第２期中期目標・中期計画について役員会として最終的に決定し

たいので審議願いたい旨提案があり、さらに、松田理事及び田切学長特別補佐

（評価室長）から、配付資料７に基づき内容について補足説明があり、審議の

結果、提案のとおり承認された。

なお、文部科学大臣に提出するまでに文言等の修正が生じた場合は、学長に

一任することが併せて了承された。

１０．大学機関別認証評価自己評価書について

学長から、平成２１年６月３０日までに大学評価・学位授与機構に提出する

大学機関別認証評価自己評価書について、役員会として最終的に決定したいの

で審議願いたい旨提案があり、さらに、松田理事及び田切学長特別補佐（評価

室長）から、配付資料８に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、

提案のとおり承認された。

また、学長から、附属資料の大学現況票について、取扱いには十分注意願い

たい旨発言があった。

１１ 受託研究費等の立替えについて

学長から、前回役員会承認後に申込みのあった受託研究費等の立替について

審議願いたい旨提案があり、さらに、研究協力・地域連携課長から、配付資料

９に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、申込みのあった６件の

立替について承認された。

Ⅱ 報告事項

１ 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の改正について

人事課長から、５月１３日開催の役員会で了承を得た６月期に支払う期末・

勤勉手当に関する特例措置について、教職員組合等との協議の結果、配付資料

１０のとおり教職員賃金規程の改正で合意を得た旨報告があった。

２ 教職員組合との対応について

山本理事から、６月期に支払う期末・勤勉手当に関する特例措置によって生

じる人件費の残余分の扱い、特任教員就業規則の改正及び教職員賃金規程の職

務付加手当の扱い等について、教職員組合等との協議の進捗状況について報告

があった。

３ その他

役員会会議資料の公開について

学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。

○ 次回役員会開催日 ７月 ８日（水）１５時００分から


